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《令和 6 年 6 月 6 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、早期胃癌に対する免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作

製（HER2タンパク）の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製（HER2タンパク）検査につ

いては、抗 HER2 ヒト化モノクローナル抗体治療薬ハーセプチンの治療

対象となる患者の選別を行うことを目的に実施されるが、ハーセプチン注

射液の適応は HER2 過剰発現が確認された治療切除不能な進行・再発胃

癌とされていることから、「早期胃癌」に対しては適応がなく認められな

いと整理した。 

 


